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令和５年度　大分県公債管理特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県公債管理特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 875,324千円 を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 123,613,224千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第49号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
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124,488,548

80,924,548

123,613,224

80,049,224

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 公 債 管 理 費

124,488,548

875,324△

875,324△

875,324△ 123,613,224歳 入 合 計

１ 繰 入 金

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

歳 出

124,488,548

124,488,548

123,613,224

123,613,224

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 公 債 管 理 費

124,488,548

875,324△

875,324△

875,324△ 123,613,224歳 出 合 計

１ 公 債 費
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歳 出

124,488,548

124,488,548

123,613,224

123,613,224

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 公 債 管 理 費

124,488,548

875,324△

875,324△

875,324△ 123,613,224歳 出 合 計

１ 公 債 費
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令和５年度　大分県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県国民健康保険事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,636,580千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 120,899,839千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第50号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

117,263,259

30,156,125

3,636,580

14,012

120,899,839

30,170,137

33,669,662 1,661,745 32,007,917

23,696 5,346 18,350

7,124,315 288,437 7,412,752

46,289,461 3,418,998 49,708,459

1,582,224 1,582,224

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 国民健康保険事業費

１ 分 担 金 及 び 負 担 金

２ 国 庫 支 出 金

３ 財 産 収 入

４ 繰 入 金

５ 諸 収 入

６ 繰 越 金

△

△
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

117,263,259

30,156,125

3,636,580

14,012

120,899,839

30,170,137

33,669,662 1,661,745 32,007,917

23,696 5,346 18,350

7,124,315 288,437 7,412,752

46,289,461 3,418,998 49,708,459

1,582,224 1,582,224

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 国民健康保険事業費

１ 分 担 金 及 び 負 担 金

２ 国 庫 支 出 金

３ 財 産 収 入

４ 繰 入 金

５ 諸 収 入

６ 繰 越 金

△

△
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117,263,259 3,636,580 120,899,839歳 入 合 計歳 出

117,263,259

117,263,259

120,899,839

120,899,839

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 国民健康保険事業費

117,263,259

3,636,580

3,636,580

3,636,580 120,899,839歳 出 合 計

１ 国民健康保険事業費
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歳 出

117,263,259

117,263,259

120,899,839

120,899,839

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 国民健康保険事業費

117,263,259

3,636,580

3,636,580

3,636,580 120,899,839歳 出 合 計

１ 国民健康保険事業費
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令和５年度　大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 509千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 121,479千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第51号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
120,970

8,852

121,479

10,110

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 母子父子寡婦福祉資金

120,970

509

1,258

509 121,479歳 入 合 計

２ 繰 越 金

55,060 54,311749△３ 諸 収 入

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
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120,970

8,852

121,479

10,110

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 母子父子寡婦福祉資金

120,970

509

1,258

509 121,479歳 入 合 計

２ 繰 越 金

55,060 54,311749△３ 諸 収 入

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
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歳 出

120,970

120,970

121,479

121,479

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 母子父子寡婦福祉資金

120,970

509

509

509 121,479歳 出 合 計

１ 母子父子寡婦福祉資金

令和５年度　大分県中小企業設備導入資金特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県中小企業設備導入資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,578千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 54,979千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第52号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
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令和５年度　大分県中小企業設備導入資金特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県中小企業設備導入資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,578千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 54,979千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第52号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
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45,401

3,484

54,979

12,819

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 中小企業設備導入資金

45,401

9,578

9,335

9,578 54,979歳 入 合 計

２ 繰 越 金

27,975 28,218243３ 諸 収 入

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

歳 出

45,401

45,401

54,979

54,979

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 中小企業設備導入資金

45,401

9,578

9,578

9,578 54,979歳 出 合 計

１ 中小企業設備導入資金
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歳 出

45,401

45,401

54,979

54,979

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 中小企業設備導入資金

45,401

9,578

9,578

9,578 54,979歳 出 合 計

１ 中小企業設備導入資金
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令和５年度　大分県流通業務団地造成事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県流通業務団地造成事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 10,357千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 142,068千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第53号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
131,711 142,068

3,205

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１
流 通 業 務 団 地 造 成

事 業 費

131,711

10,357

3,205

10,357 142,068歳 入 合 計

２ 繰 入 金

7,1527,152３ 繰 越 金

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
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131,711 142,068

3,205

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１
流 通 業 務 団 地 造 成

事 業 費

131,711

10,357

3,205

10,357 142,068歳 入 合 計

２ 繰 入 金

7,1527,152３ 繰 越 金

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
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歳 出

131,711

131,711

142,068

142,068

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１

131,711

10,357

10,357

10,357 142,068歳 出 合 計

１ 土 地 造 成 費

流 通 業 務 団 地 造 成

事 業 費

令和５年度　大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 318,077千円 を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 984,650千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第54号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
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令和５年度　大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 318,077千円 を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 984,650千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第54号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

1,300,000

187,500

983,946

76,000

523,568 673,414

588,932 234,532

2,625 0

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 貸 付 勘 定

2,727 704２ 業 務 勘 定

１ 繰 入 金

２ 繰 越 金

３ 諸 収 入

１ 繰 入 金

316,054△

149,846

354,400△

111,500△

2,023△

2,625△

1,302,727 318,077△ 984,650歳 入 合 計

102 107

597

２ 諸 収 入

３ 繰 越 金

5

597
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1,302,727 318,077△ 984,650歳 入 合 計

102 107

597

２ 諸 収 入

３ 繰 越 金

5

597
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歳 出

1,300,000

550,000

983,946

679,946

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１

２

貸 付 勘 定

1,302,727

316,054△

129,946

318,077△ 984,650歳 出 合 計

１ 林業・木材産業改善資金

750,000 304,000446,000△２ 木 材 産 業 等 高 度 化
推 進 資 金

2,727

2,625

704

581

業 務 勘 定 2,023△

2,044△１ 林業・木材産業改善資金

102 12321２ 木 材 産 業 等 高 度 化
推 進 資 金

令和５年度　大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 279,244千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 480,829千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第55号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
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令和５年度　大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 279,244千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 480,829千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第55号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出



（　66　）

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

200,000

184,389

478,766

477,425

15,611 1,341

1,585 0

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 貸 付 勘 定

1,585 2,063２ 業 務 勘 定

１ 繰 越 金

２ 諸 収 入

１ 繰 入 金

278,766

14,270△

1,983２ 繰 越 金 1,983

293,036

478

1,585△

201,585 279,244 480,829歳 入 合 計

80３ 諸 収 入 80
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201,585 279,244 480,829歳 入 合 計

80３ 諸 収 入 80
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歳 出

200,000

200,000

478,766

478,766

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１

２

貸 付 勘 定

201,585

278,766

278,766

279,244 480,829歳 出 合 計

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金

1,585

1,585

2,063

2,063

業 務 勘 定 478

478１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金

令和５年度　大分県県営林事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県県営林事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,423千円 を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 599,257千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第56号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。
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令和５年度　大分県県営林事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県県営林事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,423千円 を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 599,257千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第56号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

603,680

39

△ 4,423

△ 1

599,257

38

470,193 △ 43,105 427,088

104,008 △ 35,525 68,483

1 83,928 83,929

10,439 △ 4,720 5,719

19,000 △ 5,000 14,000

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 県 営 林 事 業 費

１ 使 用 料 及 び 手 数 料

２ 財 産 収 入

３ 繰 入 金

４ 繰 越 金

５ 諸 収 入

６ 県 債

603,680 4,423△ 599,257歳 入 合 計
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603,680 4,423△ 599,257歳 入 合 計
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歳 出

603,680

327,868

599,257

325,230

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 県 営 林 事 業 費

603,680

4,423△

2,638△

4,423△ 599,257歳 出 合 計

１ 県 営 林 事 業 費

275,812 274,0271,785△２ 県 民 有 林 事 業 費

起 債 の 目 的
後正補前正補

摘 要
限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償還の方法

伐 採 事 業 費

県 営 林 造 成 事 業 費

8,000

11,000

5,000

9,000

第 ２ 表

地 方 債 補 正

変 更

（注）起債の方法、利率及び償還の方法は、当該既定予算のとおりである。
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起 債 の 目 的
後正補前正補

摘 要
限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償還の方法

伐 採 事 業 費

県 営 林 造 成 事 業 費

8,000

11,000

5,000

9,000

第 ２ 表

地 方 債 補 正

変 更

（注）起債の方法、利率及び償還の方法は、当該既定予算のとおりである。
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令和５年度　大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 246千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,000,712千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第57号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
1,000,466

2,866

1,000,712

3,112

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１
大 分 臨 海 工 業 地 帯

建 設 事 業 費

1,000,466

246

246

246 1,000,712歳 入 合 計

２ 繰 入 金

100 200

997,500 997,400100△１ 財 産 収 入

100３ 繰 越 金

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
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1,000,466

2,866

1,000,712

3,112

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１
大 分 臨 海 工 業 地 帯

建 設 事 業 費

1,000,466

246

246

246 1,000,712歳 入 合 計

２ 繰 入 金

100 200

997,500 997,400100△１ 財 産 収 入

100３ 繰 越 金

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
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歳 出

1,000,466

1,000,466

1,000,712

1,000,712

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１
大 分 臨 海 工 業 地 帯

建 設 事 業 費

1,000,466

246

246

246 1,000,712歳 出 合 計

１ 土 地 造 成 費

令和５年度　大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算（第２号）

令和５年度大分県港湾施設整備事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 148,422千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,698,033千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第58号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。　

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。
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令和５年度　大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算（第２号）

令和５年度大分県港湾施設整備事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 148,422千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,698,033千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第58号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。　

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。



（　78　）

5,549,611 5,698,033

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 港湾施設整備事業費

5,549,611

148,422

148,422 5,698,033歳 入 合 計

1,302,422 1,371,10468,682１ 使 用 料 及 び 手 数 料

149,125 700,258551,133２ 財 産 収 入

67,064 40,99226,072△３ 諸 収 入

4,031,000 3,556,000475,000△４ 県 債

29,67929,679５ 繰 越 金

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

歳 出

5,549,611

5,549,611

5,698,033

5,698,033

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 港湾施設整備事業費

5,549,611

148,422

148,422

148,422 5,698,033歳 出 合 計

１ 港湾施設整備事業費
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歳 出

5,549,611

5,549,611

5,698,033

5,698,033

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 港湾施設整備事業費

5,549,611

148,422

148,422

148,422 5,698,033歳 出 合 計

１ 港湾施設整備事業費
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額金名業事項款

千円

1 港 湾 施 設 整 備 事 業 費

1 港 湾 施 設 整 備 事 業 費

港湾施設維持修繕事業費

第 ２ 表

繰 越 明 許 費 補 正

⑴ 追 加

28,600

28,600

28,600

既 定 額 補 正 額 計業 名事項款

千円

1
港 湾 施 設 整 備

事 業 費

1 港 湾 施 設 整 備
事 業 費

2,271,474

2,271,474

千円

1,921,474

1,921,474

千円

350,000

350,000

港湾機能施設整備事業費 2,271,4741,921,474350,000

⑵ 変 更
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既 定 額 補 正 額 計業 名事項款

千円

1
港 湾 施 設 整 備

事 業 費

1 港 湾 施 設 整 備
事 業 費

2,271,474

2,271,474

千円

1,921,474

1,921,474

千円

350,000

350,000

港湾機能施設整備事業費 2,271,4741,921,474350,000

⑵ 変 更
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起 債 の 目 的
後正補前正補

摘 要
限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償還の方法

港 湾 施 設 建 設 事 業 費 4,031,000 3,556,000

第 ３ 表

地 方 債 補 正

変 更

（注）起債の方法、利率及び償還の方法は、当該既定予算のとおりである。
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令和５年度　大分県用品調達特別会計補正予算（第２号）

令和５年度大分県用品調達特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 232,592千円 を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,196,837千円 とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第59号議案

大分県知事 佐 　 藤 　 樹 一 郎

令 和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日 提 出
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2,429,429

2,428,503

2,196,837

2,196,000

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１ 用 品 調 達 費

2,429,429

232,592△

232,503△

232,592△ 2,196,837歳 入 合 計

１ 用 品 収 入

926 83789△２ 繰 越 金

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
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歳 出

2,429,429

2,429,429

2,196,837

2,196,837

額定既項款

千円

補 正 額

千円

計

千円

１

2,429,429

232,592△

232,592△

232,592△ 2,196,837歳 出 合 計

１ 用 品 調 達 費

用 品 調 達 費
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